
一
頁

○
総
務
省
告
示
第
百
三
十
九
号

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
六
条
第
四
項
第
四
号
⑶
及
び
⑸
の
規
定

に
基
づ
き
、
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
使
用
場
所
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

な
お
、
平
成
十
九
年
総
務
省
告
示
第
三
百
六
十
一
号
（
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
使

用
場
所
を
定
め
る
件
）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第
四
号
⑶
及
び
⑸
に
規
定
す
る
屋
内
そ
の
他
電
波
の
遮
蔽
効
果
が
屋
内
と
同
等
の
場
所
で

へ
い

あ
っ
て
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
場
所
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

車
両
内

二

船
舶
内

三

航
空
機
内


